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まえがき 

 
 障害者職業総合センターは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、我が国における職

業リハビリテーションの中核的機関として、職業リハビリテーションに関する調査・研究をはじめ

として、様々な業務に取り組んでいます。  
本調査研究報告書は、当センター研究部門が 2019～2021年度に実施した「精神障害者である短
時間労働者の雇用に関する実態調査～雇用率算定方法の特例が適用される労働者を中心として～」

の結果をまとめたものです。  
本調査研究は、2018 年４月から暫定措置として開始された、実雇用率の算定において精神障害
者である短時間労働者に適用される特例措置について、暫定措置期間終了後の取扱いに係る施策の

企画立案に資するために厚生労働省の要請を受け、①精神障害者を雇用する企業の状況及び特例措

置の適用状況、②特例措置が適用されている事業所における精神障害者の雇用や特例措置に関する

認識・意見、③特例措置が適用されている事業所で働く精神障害者の雇用状況や働き方に関する考

えなど雇用の実態を把握することを目的に実施しました。 
 本報告書が多くの関係者の方々の参考となり、我が国における職業リハビリテーションをさらに

前進させるための一助になれば幸いです。 
最後に、本調査研究にご協力をいただきました皆様に厚くお礼申し上げます。 
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1

概 要

本調査研究は、2018年４月に施行された「精神障害者である短時間労働者の算定方法に係る特
例措置」（以下「特例措置」という。）が、2023年３月までの暫定措置であることを踏まえ、暫定
措置終了後の取扱いに係る施策の企画立案に資するために、特例措置が適用されている事業所及

び当事者の実態を把握することを目的に行った。

本調査研究は、障害者雇用状況報告の二次分析の他、５種類の調査を実施している。これらの

調査の関係と本調査研究報告書の構成を図概―１に示した。

図概－１ 調査の関係と調査研究報告書の構成

以下に各章の概要を述べる。

序文 背景と目的

本調査研究の背景となる特例措置施行の経緯を述べたうえで、本調査研究の目的と研究方法及

び調査研究報告書の構成について述べている。

2018年に特例措置が施行され、雇入れから３年以内の者等が短時間労働（週の所定労働時間が
20時間以上 30時間未満）の場合にも、障害者雇用率算定において１人分としてカウントされる
ように変更された。本調査研究は、特例措置の暫定措置終了後の取扱いに係る施策の企画立案に

注）第２回事業所質問紙調査及び第２回当事者質問紙調査の結果等については、当機構ホームページに掲載

当事者の実態
（雇用状況、働き方
についての考え）

精神障害者雇用企業
の状況
及び

特例措置の適用状況

事業所の
精神障害の雇用

及び
特例措置
についての
認識・意見

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

第1回

事業所質問紙調査

2019/9/1

第2回

事業所質問紙調査

2021/9/1

事業所

インタビュー調査

2020/12～2021/05

第1回

当事者質問紙調査

2019/9/1

第2回

当事者質問紙調査

2021/9/1

当事者

インタビュー調査

2020/9～2020/10

第1回

パネル調査

2020/7/1

第2回

パネル調査

2021/2/1

障害者雇用状況報告

第１章

障害者雇用状況報告二次分析

第２章

事業所質問紙調査注）

第３章

事業所インタビュー調査

第４章

当事者質問紙調査注）

第５章

当事者インタビュー調査

第６章

パネル調査

序文

背景と目的

第７章

総括
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2

資するため、ཌ⏕労働┬の要ㄳをཷࡅ、実施している。

本調査研究は、ձ精神障害者を雇用する企業の状況及び特例措置の適用状況を把握すること、ղ

特例措置が適用されている事業所（以下「特例適用事業所」という。）の精神障害者の雇用ࡸ特例措

置に関するㄆ㆑࣭ពぢを把握すること、ճ特例適用事業所に働ࡃ精神障害者の雇用状況ࡸ働ࡁ方に

関する⪃えな雇用の実態を把握することを目的とし、以下の㸴Ⅼのࢱ࣮ࢹについて調査࣭分析を

行った。

ձ ཌ⏕労働┬に報告された障害者雇用状況報告

ղ 特例適用事業所をᑐ㇟とした㉁ၥ⣬調査（以下「事業所㉁ၥ⣬調査」という。）（201�年と 2021
年の㸰ᅇ実施）

ճ 特例措置が適用されている精神障害者（以下「特例適用者」という。）の雇用経㦂のある事業

所をᑐ㇟としたン࣮ࣗࣅࢱ調査（以下「事業所ン࣮ࣗࣅࢱ調査」という。）

մ 特例適用者を対象とした質問紙調査（以下「当事者㉁ၥ⣬調査」という。）（201�年と 2021年
の㸰ᅇ実施）

յ ➨１ᅇ当事者㉁ၥ⣬調査で༠ຊのྠពがᚓられた特例適用者等の精神障害者をᑐ㇟とした

ン࣮ࣗࣅࢱ調査（以下「当事者ン࣮ࣗࣅࢱ調査」という。）

ն ➨１ᅇ当事者㉁ၥ⣬調査で༠ຊのྠពがᚓられた特例適用者等の精神障害者をᑐ㇟としたࣃ

2020年と）（。という「調査ࣝࢿࣃ」以下）調査ࣝࢿ 2021年の㸰ᅇ実施）
本調査研究では、当ึ、201�年の➨１ᅇの事業所㉁ၥ⣬調査及び当事者㉁ၥ⣬調査（以下「➨１
ᅇ㉁ၥ⣬調査」という。）と 2021年の➨㸰ᅇの事業所㉁ၥ⣬調査及び当事者㉁ၥ⣬調査（以下「➨
㸰ᅇ㉁ၥ⣬調査」という。）について、㸰時Ⅼの⤖ᯝのẚ㍑を行うண定であった。しかしながら、➨

１ᅇ㉁ၥ⣬調査において、特例適用者がᅾ⡠しないとᛮࢃれる事業所、特例適用者ではないとᛮࢃ

れる当事者からも定እにከࡃのᅇ⟅があࡾ、特例適用事業所と特例適用者のᅾ⡠を☜ㄆでࡁない

事業所、特例適用者と特例適用者以እを特定するためのస業がⓎ⏕するなࢱ࣮ࢹ、の精査、㞟ィ、

分析に、当ึ定した以上の時間を要した。ຍえて、➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬調査では、➨１ᅇを㉸えるᩘの

ᅇ⟅が、事業所࣭ 当事者ともにᚓられたことで、ࢱ࣮ࢹの精査に更なる時間を要することとなった。

に間に合࣮ࣝࣗࢪࢣࢫのため、➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬調査の㞟ィを、本調査研究報告書のᇳ➹及び༳ๅのࡑ

。ないぢ㏻しとなったࡁることがでࡏࢃ

て、2020ࡏే 年以㝆ὶ行が⥆ࡃ᪂ᆺࢼࣟࢥウࢫࣝឤᰁの♫的なᙳ㡪はࡃࡁ、調査⤖ᯝ
について、201�年と 2021年のẚ㍑を行うことは適当ではないと⪃えられた。
ู、༢⣧㞟ィの⤖ᯝを、ࡎࡏのため、本調査研究報告書では、➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬調査の⤖ᯝをᥖ㍕ࡑ

㏵「資ᩱ⦅」として当ᶵ構ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍でබ㛤することとした1。

1 https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku161.html

− 2 −



3

➨１章 障害者雇用状況報告の二次分析

障害者雇用状況報告の二次分析の⤖ᯝについて述べている。二次分析にあたっては、ཌ⏕労働┬

よࡾ特例措置が施行される๓年の 201� 年から 2020 年までのࢱ࣮ࢹのᥦ౪をཷࡅた。本調査研究
では、この二次分析を事業所㉁ၥ⣬調査なࡑの他の調査において把握した特例適用事業所の精神

障害者の雇用ࡸ特例措置に関する企業のㄆ㆑࣭ពぢ、特例適用事業所に働ࡃ精神障害者の雇用状況

ている。二次分析では、ձ精ࡅについて分析する㝿の背景として置࡙方に関する⪃えなࡁ働ࡸ

神障害者を雇用する企業の特ᚩ、ղ特例適用者を雇用する企業の特ᚩ、ճ特例措置が企業の法定雇

用率㐩成にえるᙳ㡪、մ精神障害者の雇用状況について᫂らかにした。ࡑの概要は以下のとおࡾ

である。

ձ 精神障害者を雇用する企業のᩘはቑຍを⥆ࡅておࡾ、障害者を雇用する企業のおよࡑ 30ࠥ
�0�を༨める。⏘業ูでは、ձ〇㐀業、ղ་⒪、⚟♴、ճ༺、ᑠ業が上୕⏘業を༨めておࡾ、
これは障害者を雇用する企業とඹ㏻している。

ղ 特例適用者を雇用する企業（以下「特例適用企業」という。）は精神障害者を雇用する企業の

⣙ 20�を༨める。つᶍูにぢると、労働者ᩘ 1�000人以上つᶍにおいて特例適用企業は特例措置が
適用されていない企業（以下「特例㠀適用企業」という。）よࡾも企業ᩘがከい。⏘業ูでは、ձ་

⒪、⚟♴、ղ༺、ᑠ業、ճ〇㐀業の㡰で上୕を༨める。なお、特例適用企業においては特

例適用者ᩘのቑຍはあまࡾぢられࡎ、ῶᑡか人ᩘの変なしの場合がከい。

ճ 特例措置が企業の雇用率㐩成にえるᙳ㡪をぢると、特例適用企業は、特例㠀適用企業よࡾも

雇用率㐩成の☜率（ࢬࢵ࢜）が㧗2018）ࡃ年で 1���、2020年で �8�）、特例措置の施行１年目の
2018年と３年目の 2020年をẚ㍑すると、特例措置が雇用率㐩成にえるᙳ㡪は 2018年の方が
。いࡁ

մ 精神障害者は障害者యの 1�㹼20�⛬ᗘであࡾ、人ᩘにおいても、また、యに༨める合
においても年ࠎቑຍしておࡾ、特例適用者ᩘも各年においてቑຍしている。

➨㸰章 事業所㉁ၥ⣬調査

201�年㸷月に実施した特例適用事業所をᑐ㇟とした事業所㉁ၥ⣬調査の⤖ᯝについて述べてい
る。この調査は、ձ事業所のᒓᛶ、ղ精神障害者の雇用⟶⌮、ճ特例措置にᑐするㄆ㆑とពぢ、

մ精神障害者の雇用状況についてᑜࡡ、᭷ຠなᅇ⟅がᚓられたのは、��1事業所であった。
㔞的な分析においては、タၥ間の関係を分析し、のような事業所が、特例措置をのようにᤊ

えているのかについて᳨ウを行った。ࡑの⤖ᯝ、ձ特例措置を精神障害者の雇用⟶⌮にά用するこ

とを⪃៖した事業所は、⪃៖しなかった事業所にẚべ、特例措置によって精神障害者の⫋場定╔ࡸ

ᵝࠎな㓄៖の実施しࡸすさに関ࢃる㡯目について「当てはまる」という༳㇟をᢪࡃഴྥがㄆめられ

た。ࡑの㠃、特例措置の終了が㈇ᢸになるとᅇ⟅するഴྥもぢられた。ղ特例措置のά用を⪃៖

した事業所の合は、ᚑ業ဨつᶍがࡁい事業所ࡃࡁなっておࡾ、さらに、「雇入れ」、「⫋場

定╔」、「⫋場ᖐ」といった場㠃で精神障害者をᑐ㇟とした雇用⟶⌮を行うとともに、事業所内に

ᵝࠎなᨭไᗘをᩚഛし、ᑵ労ᨭᶵ関を用する事業所でࡃࡁなることも☜ㄆされた。ճ特例
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措置についてあらかࡌめㄆ㆑していた事業所は「雇用率㐩成のしࡸすさ」をឤࡌるഴྥが┦ᑐ的に

ᙉかった。

⮬⏤グ述におࡅる㉁的分析においては、事業所で行ࢃれている当事者のಶูᛶを踏まえたࡁめ⣽

かいᑐᛂの実㝿が᫂らかになࡾ、♫内యไのᩚഛとともにᨭᶵ関との㐃ᦠが人事ᢸ当者の㈇ᢸ㍍

ῶにつながることが示၀された。୍方で、特例適用者には週の労働時間が 20 時間を下ᅇってしま
う者がいることࡸᚲࡎしも࣒ࢱࣝࣇົに⛣行でࡁるとは㝈らない者がいるとのᣦもあった。

➨３章 事業所ン࣮ࣗࣅࢱ調査

2020年 12月から 2021年５月に、特例措置の用経㦂のある事業所 10♫にᑐして、࣓࣮ࣝ方
ᘧで行ったン࣮ࣗࣅࢱ調査の⤖ᯝについて述べている。この調査では、ձ精神障害者の雇用、

特に短時間労働について、ղ特例措置についてᑜࡡている。

分析の⤖ᯝ、࠙ 精神障害者雇用の方㔪と⤌ࡳについて࠙ࠚ 精神障害者の短時間労働についてࠚ

࠙雇用率ไᗘࡸ特例措置の用についてࠚといった㡿ᇦでの事業所のㄆ㆑ࡸ行ືがᑟࡁฟされ

た。

「雇用率の⥔ᣢ࣭㐩成」を目ᣦす事業所にとって、特例措置はຠᯝ的であࡾ、精神障害者の雇用

のಁ㐍に୍定のຠᯝがあることがうかがえた。୍方で、当ึ 20 時間以上の労働時間で雇い入れた
者の労働時間が、య調等の変から 20 時間未満になるといった㞴しさも⏕ࡌている。また、障害
特ᛶࡸ⫋ົ㐙行上の特ᛶを踏まえて、♫内࣭♫እをၥࡎࢃ、ཷ入れయไのᩚഛに取ࢇ⤌ࡾでいるこ

とも示されておࡾ、᥇用後に雇用を⥔ᣢしていࡃ上では、このようなཷ入れయไのᩚഛが㔜要ࡔと

⪃えられる。

また、⌧ᅾの雇用率ไᗘࡸ特例措置の要ᮃとして、雇用率の算定᮲௳ࡸ⣡㔠のᨭᡶい要௳な

。のぢ┤しもᣦされている

➨４章 当事者㉁ၥ⣬調査

201�年㸷月に実施した特例適用者をᑐ㇟とした㉁ၥ⣬調査の⤖ᯝについて述べている。
この調査は、ձᑐ㇟者のᒓᛶ、ղこれまでの働ࡁ方、ճ⌧ᅾの働ࡁ方、մ⫋場での㓄៖事㡯、

յ働ࡁ方についてのពぢについてᑜࡡ、ᅇ⟅がᚓられたのは 3��ྡであった。
㔞的な分析では、特例措置の適用下で、のような調査ཧຍ者が、⮬㌟の働ࡁ方についての

ように⪃えているかというⅬについて᳨ウを行った。

特例適用者のなかには、ձ࣒ࢱࣝࣇのពྥをᚿྥする者と、ղ短時間ົの⥅⥆をᚿྥする

者がおࡾ、ձはẚ㍑的ⱝࡃ、労働時間満㊊ᗘが┦ᑐ的にపࡃなるഴྥがあࡾ、ղはẚ㍑的年㱋が㧗

。なるഴྥがあると⪃えられるࡃ労働時間満㊊ᗘ࣭㈤㔠満㊊ᗘともに㧗、ࡃ

また、ົの⥅⥆ពᚿと࣒ࢱࣝࣇ⛣行ពᚿは、いに関係があࡾ、ົの⥅⥆をᕼᮃするࣝࢢ

の୍ࡑ、なる等、୍定の関係ᛶが☜ㄆされた。しかしࡃたいཧຍ者がከࡅ⥆は、短時間ົをࣉ࣮

方で、ົの⥅⥆をᕼᮃしつつ、࣒ࢱࣝࣇの⛣行をᕼᮃする者も୍定ᩘいる等、ཧຍ者のពᚿ

が」㞧に⤌ࡳ合ࢃされているྍ⬟ᛶも示၀された。
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⮬⏤グ述におࡅる㉁的分析で把握された࣒ࢱࣝࣇົの⛣行をᕼᮃする者をぢると、入の

ቑຍࡅࡔでなࡃ、事の⮬ಙࡾࡸࡸがいをồめ、ᑗ᮶にྥࡅてᐙ᪘に㢗らない⮬立した⏕άを目ᣦす

という特ᚩがあࡾ、障害ࡸにᑐするᚰ㓄ࡸᏳのᑡない者と⪃えられる。୍方で、㸺⌧状ではࣝࣇ

たい㸼とᅇ⟅した者の間には㉁的な┦㐪はぢられなࡅ⥆行は㞴しい㸼㸺短時間ົをこのまま⛣࣒ࢱ

かった。これらのᅇ⟅をした者は、⮬らの障害ࡸを㔜要どし、事ࡸ⏕άについてのᵝࠎな⪃えを

ᣢࡕ「短時間ົを⥆ࡅる」としていると⪃えられる。

➨５章 当事者ン࣮ࣗࣅࢱ調査

2020年㸷月から 12月にᑐ㠃ᘧで実施した当事者ン࣮ࣗࣅࢱ調査の⤖ᯝについて述べた。調査ᑐ㇟
は➨１ᅇ当事者㉁ၥ⣬調査においてྠពがᚓられた㸷ྡである。この調査では調査ཧຍ者（以下「ཧຍ

者」という。）にձ⌧ᅾの働ࡁ方（短時間労働）についての⪃えとղᑗ᮶の働ࡁ方についての⪃えを

ᑜࡡた。

の分析⤖ᯝからは以下のࢱ࣮ࢹ࣭࣮ࣗࣅࢱン 12の࣐࣮ࢸがぢฟされた。
ཧຍ者には⮬㌟が精神的な障害㸭Ẽをᣢっているというㄆ㆑があࡾ、障害ࡸẼが事にえ

るᙳ㡪についても把握していた（࣐࣮ࢸձ「障害㸭Ẽとともに働ࡃ」）。このために㸷ྡ୰㸶ྡの

ཧຍ者が障害㸭Ẽの㓄៖をཷࡸࡅすい障害者ồ人ᛂເしておࡾ、実㝿に⫋場において㓄៖を

本調査のཧຍ者は、障害㸭Ẽのᙳ㡪もあっ。（ղ「ᛌ適な⎔ቃ」࣐࣮ࢸ）ᛌ適に働いていた、ࡅཷ

てとࢇが短時間ົであるため、入のపさࡸᏳ定さというࢵ࣓ࣜࢹトがあったものの（ࢸ

るというࡁճ「入のၥ㢟」）、短時間ົであることで㌟య的࣭精神的なవ⿱をᣢつことがで࣐࣮

࣓ࣜࢹまた、短時間ົには入の㠃で。（յ「⮬分を事にする⏕ά」࣐࣮ࢸ）トもあったࢵ࣓ࣜ

ことは༢にࡃで働࣒ࢱࣝࣇ、の⛣行をᕼᮃするཧຍ者にとってົ࣒ࢱࣝࣇ、トがあるがࢵ

入のቑຍをពするものではなࡃ、障害㸭Ẽからのᅇを示す㔜要な࣮ࢱ࣮࣓ࣟࣂでもあった

。（「ではないࡅࡔ労働がពするのは入ቑ࣒ࢱࣝࣇ」մ࣐࣮ࢸ）

ཧຍ者の⌧ᅾの⫋場でのົ⥅⥆ᕼᮃについては、⣙༙ᩘが⥅⥆をᕼᮃし、ṧࡾの༙ᩘは㌿⫋を

⪃えていた。⥅⥆をᕼᮃするཧຍ者には、⌧ᅾの⫋場を働ࡸࡁすいと⪃えていることにຍえて、

事に⯆をᣢࡕ、ᴦしࢇで働ࡃことがでࡁているというඹ㏻Ⅼがあった（࣐࣮ࢸն「ᴦしい事」、

շ「ྠࡌ場所にとまる」）。これにᑐして、㌿⫋を⪃えているཧຍ者の場合、༙が⌧ᅾの⫋場を

働ࡸࡁすいととらえていることは⥅⥆ᕼᮃ者とྠᵝであったが、事内ᐜについては⮬㌟が᭱もᮃ

ո「௬の事」、չ「本当の࣐࣮ࢸ）たい事があったࡁかにᑵ、また、ࡃでいるものではなࢇ

事」）。ཧຍ者は障害㸭Ẽとともに働ࡃことで、⮬㌟の障害㸭Ẽࡸ⮬㌟に合った働ࡁ方について

⌮ゎを῝めていた（࣐࣮ࢸպ「働ࡃことからᚓた入以እのもの」）。後の働ࡁ方については、障

害を㛤示し、㓄៖をᚓて働ࡅ⥆ࡁたいというཧຍ者と（࣐࣮ࢸջ「㈇ᢸのない働ࡁ方を⥆ࡅる」）、

㛤示するかうかは状況をぢてุ᩿したいというཧຍ者とに分かれた（࣐࣮ࢸռ「㛤示と㠀㛤示を

ኳ⛗にかࡅる」）。後者のཧຍ者は、ࡑの⌮⏤のࡦとつとしてồ⫋時の㛤示による᥇用のᠱᛕを

ᣲࡆた。
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➨㸴章 調査ࣝࢿࣃ

2020年㸵月と 2021年㸰月に実施したࣝࢿࣃ調査の⤖ᯝについて述べている。➨１ᅇ当事者㉁ၥ⣬調
査においてྠពがᚓられたཧຍ者に調査⚊を㏦し、2020年は 1�1ྡ、2021年は 1��ྡからᅇ⟅をᚓ
た。୧年ともにᅇ⟅をᚓたのは 12�ྡである。ࣝࢿࣃ調査は当事者㉁ၥ⣬調査よࡾもヲ⣽にཧຍ者のព
㆑を᫂らかにすることを目的としたため、㉁ၥ⣬調査よࡾも㉁ၥᩘࡸ⮬⏤ᅇ⟅ᩘをከࡃタィした。ලయ

的には、ࣝࢿࣃ調査では年㱋ࡸᛶูなのᒓᛶにຍえて、労働時間㸭労働⎔ቃ㸭人間関係にᑐする満㊊

ᗘ、事のࡾࡸがい、࣒ࢱࣝࣇົに⛣行したいかうか、事の㞴しさの⛬ᗘなについてᑜࡡた。

調査の㔞的な⤖ᯝからは、ᑵ労しているཧຍ者のከࡃが⮬分の⬟ຊࡸయ調なからぢて⌧ᅾの事の

㞴しさは適ษࡔとឤࡌていること、⫋場の人間関係ࡸ⎔ቃに満㊊し、事にࡾࡸがいをឤࡌていること、

また、⌧ᅾの⫋場で働ࡅ⥆ࡁたいと⪃えていることがぢฟされた。୍方で⮬⏤グ述の内ᐜからは（たと

えࡌྠࡤように「の⫋場で働ࡅ⥆ࡁたい」とᅇ⟅していても、⫋場⎔ቃのよさといった✚ᴟ的な⌮⏤

からࡑのようにᅇ⟅したཧຍ者と、年㱋的なၥ㢟によࡾ㌿⫋が㞴しいといったᾘᴟ的な⌮⏤からࡑのよ

うにᅇ⟅したཧຍ者とがいるように）、ྠࡌ㑅ᢥ⫥を㑅ࡔࢇཧຍ者間でもㄆ㆑に㐪いがあることが᫂ら

かになった。⮬⏤グ述からはまた、事の㞴᫆ᗘࡸ働ࡸࡁすさのㄆ㆑、人間関係の満㊊ᗘ、ྠࡌ⫋場で

のົ⥅⥆ᕼᮃといった」ᩘの㡿ᇦにおいて、障害の㓄៖がࡦとつの㔜要な要⣲であࡾ、㓄៖がある

場合にはཧຍ者は⫯定的なㄆ㆑をᣢっているが、㓄៖がない場合にはྰ定的なㄆ㆑をᣢっていることが

ぢฟされた。

調査のཧຍ者は༙が短時間労働者であったが、短時間ົはある୍⩌のཧຍ者にとってయ調ࣝࢿࣃ

方であると᥎ される୍方で、短時間ົによるࡁる働ࡁを取ることのでࢫンࣛࣂయຊと⫋業⏕άのࡸ

行⛣ົ࣒ࢱࣝࣇ、のᝏᙳ㡪をᠱᛕしているཧຍ者もいた。短時間労働者にとってᙧ成ࣜࣕ࢟

してࣜࣕ࢟ᙧ成をはかるという㑅ᢥ⫥もあるが、障害なの事によ࣒ࢱࣝࣇࡾで働ࡃことが㞴し

い労働者もいることを⪃៖すると、短時間ົであってもࡸࣉࢵࣝ࢟ࢫ人事␗ືによる᪼㐍࣭᪼᱁

なࣜࣕ࢟ᙧ成がྍ⬟となる⎔ቃのᩚഛがᚲ要ࡔとᛮࢃれる。

➨㸵章 ⥲ᣓ

本調査研究は、ձ精神障害者を雇用する企業の状況及び特例措置の適用状況、ղ特例適用事業所

の精神障害者の雇用ࡸ特例措置に関するㄆ㆑࣭ពぢ、ճ特例適用事業所に働ࡃ精神障害者の雇用状

況ࡸ働ࡁ方に関する⪃えなを把握することを目的として実施し、以下のようなⅬが᫂らかになっ

た。

（１）精神障害者を雇用する企業の状況及び特例措置の適用状況

精神障害者を雇用する企業はቑຍを⥆ࡅておࡾ、つᶍูでは 100 人以上 300 人未満の企業が᭱
もከࡃ、⏘業ูではձ〇㐀業、ղ་⒪、⚟♴、ճ༺、ᑠ業が上୕を༨めていた。୍方、特

例適用企業もไᗘᑟ入以㝆、年ࠎቑຍしておࡾ、つᶍูでは 1�000人以上つᶍで特例適用企業が特
例㠀適用企業よࡾもከࡃなっていたが、⏘業ูでは、ձ་⒪、⚟♴、ղ༺、ᑠ業、ճ〇㐀業が上

୕を༨め、精神障害者を雇用する企業の場合とはࡸࡸ␗なっている。また、特例適用企業は特例㠀

適用企業よࡾも雇用率を㐩成する☜率（ࢬࢵ࢜）が㧗ࡃなっていたものの、特例適用企業におࡅる
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特例適用者ᩘのቑຍはあまࡾぢられࡎ、ῶᑡか人ᩘの変なしの場合がከい。たࡔし、特例適用企

業ᩘのቑຍをཷࡅて特例適用者ᩘ⮬యは年ࠎቑຍをしていることが᫂らかになった。

（㸰）特例適用事業所の精神障害者の雇用ࡸ特例措置に関するㄆ㆑࣭ពぢ

事業所㉁ၥ⣬調査からは、特例措置のά用を⪃៖した事業所においては特例措置について、精神

障害者の⫋場定╔ࡸᵝࠎな㓄៖の実施しࡸすさに関ࢃる㡯目に「当てはまる」という༳㇟をᢪࡃഴ

ྥがある୍方、特例措置の終了が事業所にとって㈇ᢸになるྍ⬟ᛶが示၀され、ేࡏて、後の精

神障害者雇用についても┦ᑐ的にៅ㔜なጼໃを示すഴྥがぢられた。

また、事業所㉁ၥ⣬調査ࡸ事業所ン࣮ࣗࣅࢱ調査からは、特例措置にᑐするㄆ㆑は、「雇用率㐩

成のしࡸすさ」と⤖びつࡃことがከࡃ、他のຠᯝとの⤖びࡁはあまࡾ᫂☜ではない。ゝいえれ

てもࡅ他のຠᯝは༑分にㄆ㆑されていないことがうかがえた。さらに、事業所ഃでは、時間をかࡤ

週の所定労働時間が 30 時間以上に⛣行でࡁない精神障害者が୍定ᩘᏑᅾすると⪃えていることが
示された。

（３）特例適用事業所に働ࡃ精神障害者の雇用の実態

ቃに満㊊し、⎔ࡸ場の人間関係⫋ࡡ精神障害者は概ࡃ調査からは、特例適用事業所で働ࣝࢿࣃ

事にࡾࡸがいをឤࡌ、また、⌧ᅾの⫋場で働ࡅ⥆ࡁたいと⪃えていることがぢฟされた。

調査においては、⫋場での㓄៖がある場合には⫯定的なㄆ㆑をᣢっている࣮ࣗࣅࢱン、てࡏే

が、㓄៖がない場合にはྰ定的なㄆ㆑をᣢっていることもうかがえた。

また、当事者をᑐ㇟とした調査のいࡎれもから、࣒ࢱࣝࣇົについては、⛣行をᕼᮃする者

と短時間ົのままでⰋいと⪃える者の㸰つのᚿྥᛶがあることが示၀された。

ことࡃ調査からは、๓者については、短時間あるいは障害者雇用で働ࣝࢿࣃࡸ調査࣮ࣗࣅࢱン

がࣜࣕ࢟ᙧ成にᝏᙳ㡪をもたらすと⪃えているྍ⬟ᛶがある୍方、後者については、短時間ົ

をయ調ࡸయຊと⫋業⏕άとのࣛࣂンࢫを取ることのでࡁる働ࡁ方であると⪃えていることがうか

がえた。たࡔし当事者㉁ၥ⣬調査からはࡑのᚿྥᛶは୍方か他方かというものではなࡃ、」㞧に⤌

。されているྍ⬟ᛶも示၀されたࢃ合ࡳ

6

➨㸴章 調査ࣝࢿࣃ

2020年㸵月と 2021年㸰月に実施したࣝࢿࣃ調査の⤖ᯝについて述べている。➨１ᅇ当事者㉁ၥ⣬調
査においてྠពがᚓられたཧຍ者に調査⚊を㏦し、2020年は 1�1ྡ、2021年は 1��ྡからᅇ⟅をᚓ
た。୧年ともにᅇ⟅をᚓたのは 12�ྡである。ࣝࢿࣃ調査は当事者㉁ၥ⣬調査よࡾもヲ⣽にཧຍ者のព
㆑を᫂らかにすることを目的としたため、㉁ၥ⣬調査よࡾも㉁ၥᩘࡸ⮬⏤ᅇ⟅ᩘをከࡃタィした。ලయ

的には、ࣝࢿࣃ調査では年㱋ࡸᛶูなのᒓᛶにຍえて、労働時間㸭労働⎔ቃ㸭人間関係にᑐする満㊊

ᗘ、事のࡾࡸがい、࣒ࢱࣝࣇົに⛣行したいかうか、事の㞴しさの⛬ᗘなについてᑜࡡた。

調査の㔞的な⤖ᯝからは、ᑵ労しているཧຍ者のከࡃが⮬分の⬟ຊࡸయ調なからぢて⌧ᅾの事の

㞴しさは適ษࡔとឤࡌていること、⫋場の人間関係ࡸ⎔ቃに満㊊し、事にࡾࡸがいをឤࡌていること、

また、⌧ᅾの⫋場で働ࡅ⥆ࡁたいと⪃えていることがぢฟされた。୍方で⮬⏤グ述の内ᐜからは（たと

えࡌྠࡤように「の⫋場で働ࡅ⥆ࡁたい」とᅇ⟅していても、⫋場⎔ቃのよさといった✚ᴟ的な⌮⏤

からࡑのようにᅇ⟅したཧຍ者と、年㱋的なၥ㢟によࡾ㌿⫋が㞴しいといったᾘᴟ的な⌮⏤からࡑのよ

うにᅇ⟅したཧຍ者とがいるように）、ྠࡌ㑅ᢥ⫥を㑅ࡔࢇཧຍ者間でもㄆ㆑に㐪いがあることが᫂ら

かになった。⮬⏤グ述からはまた、事の㞴᫆ᗘࡸ働ࡸࡁすさのㄆ㆑、人間関係の満㊊ᗘ、ྠࡌ⫋場で

のົ⥅⥆ᕼᮃといった」ᩘの㡿ᇦにおいて、障害の㓄៖がࡦとつの㔜要な要⣲であࡾ、㓄៖がある

場合にはཧຍ者は⫯定的なㄆ㆑をᣢっているが、㓄៖がない場合にはྰ定的なㄆ㆑をᣢっていることが

ぢฟされた。

調査のཧຍ者は༙が短時間労働者であったが、短時間ົはある୍⩌のཧຍ者にとってయ調ࣝࢿࣃ

方であると᥎ される୍方で、短時間ົによるࡁる働ࡁを取ることのでࢫンࣛࣂయຊと⫋業⏕άのࡸ

行⛣ົ࣒ࢱࣝࣇ、のᝏᙳ㡪をᠱᛕしているཧຍ者もいた。短時間労働者にとってᙧ成ࣜࣕ࢟

してࣜࣕ࢟ᙧ成をはかるという㑅ᢥ⫥もあるが、障害なの事によ࣒ࢱࣝࣇࡾで働ࡃことが㞴し

い労働者もいることを⪃៖すると、短時間ົであってもࡸࣉࢵࣝ࢟ࢫ人事␗ືによる᪼㐍࣭᪼᱁

なࣜࣕ࢟ᙧ成がྍ⬟となる⎔ቃのᩚഛがᚲ要ࡔとᛮࢃれる。

➨㸵章 ⥲ᣓ

本調査研究は、ձ精神障害者を雇用する企業の状況及び特例措置の適用状況、ղ特例適用事業所

の精神障害者の雇用ࡸ特例措置に関するㄆ㆑࣭ពぢ、ճ特例適用事業所に働ࡃ精神障害者の雇用状

況ࡸ働ࡁ方に関する⪃えなを把握することを目的として実施し、以下のようなⅬが᫂らかになっ

た。

（１）精神障害者を雇用する企業の状況及び特例措置の適用状況

精神障害者を雇用する企業はቑຍを⥆ࡅておࡾ、つᶍูでは 100 人以上 300 人未満の企業が᭱
もከࡃ、⏘業ูではձ〇㐀業、ղ་⒪、⚟♴、ճ༺、ᑠ業が上୕を༨めていた。୍方、特

例適用企業もไᗘᑟ入以㝆、年ࠎቑຍしておࡾ、つᶍูでは 1�000人以上つᶍで特例適用企業が特
例㠀適用企業よࡾもከࡃなっていたが、⏘業ูでは、ձ་⒪、⚟♴、ղ༺、ᑠ業、ճ〇㐀業が上

୕を༨め、精神障害者を雇用する企業の場合とはࡸࡸ␗なっている。また、特例適用企業は特例㠀

適用企業よࡾも雇用率を㐩成する☜率（ࢬࢵ࢜）が㧗ࡃなっていたものの、特例適用企業におࡅる
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序文 背景と目的

１ 背景

（１）精神障害者の雇用の推移

ア 雇用状況

障害者雇用率制度においては、2006年４月から、精神障害者が実雇用率の算定対象（雇用してい
る精神障害者を身体障害者又は知的障害者とみなす）になり、2018年４月からは、正式に法定雇用
率の算定対象になっている。毎年６月１日現在の状況を示す障害者雇用状況報告の集計結果による

と 2006 年から 2020 年までの民間企業における障害者の雇用状況は図序－１のとおりとなってい
る。

                         

このうち精神障害者は、2006年の 1,917.5人から 2020年には 88,016.0人となっており、年々
増加している。また、雇用障害者数全体に

占める精神障害者数の比率は、2006年に
は 0.7％だったものが、2020 年には
15.2％までに伸びている。     

なお、ここで示されている「障害者数」

は、実人数ではなく、雇用率対象の取扱に

基づく算定条件に応じて算出されてい

る。2006年以降の雇用率算定上の取扱い
は表序－１に示すとおりになっている。

精神障害者については、実雇用率の算

定対象に追加された 2006年から 2017年

障害区分 程度区分
労働時間
区分

2006年-
2010年

2011年-
2017年

2018年
以降

身体障害者 重度以外 20時間以上
30時間未満

― 0.5カウント 0.5カウント

30時間以上 １カウント １カウント １カウント

重度 20時間以上
30時間未満

１カウント １カウント １カウント

30時間以上 ２カウント ２カウント ２カウント

知的障害者 重度以外 20時間以上
30時間未満

― 0.5カウント 0.5カウント

30時間以上 １カウント １カウント １カウント

重度 20時間以上
30時間未満

１カウント １カウント １カウント

30時間以上 ２カウント ２カウント ２カウント

精神障害者 20時間以上
30時間未満

0.5カウント 0.5カウント １カウント

30時間以上 １カウント １カウント １カウント

表序－１ 雇用率算定上の取扱 厚生労働省（2020）

図序－１ 雇用されている障害者数の推移 （厚生労働省 2020）
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82,930.5 
90,203.0 

97,744.0 104,746.0 112,293.5 
121,166.5 

128,383.0 134,207.0 

1,917.5 
3,733.0 

5,997.0 7,710.5 9,941.5 
13,024.0 

16,607.0 
22,218.5 

27,708.0 
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までの間では、㐌のᡤ定ປാ間が �0間以上のሙྜには、１人ศとしてࢺࣥ࢘࢝し、20間以
上 �0 間ᮍ‶（以ୗ「▷間ປാ」という。）のሙྜには、0.5 人ศとしてࢺࣥ࢘࢝されていた。
この算定条件が、「障害者の雇用のಁ㐍➼に㛵する法ᚊ」⾜つ๎の୍㒊ᨵ正により、2018年４月
からは、「精神障害者で࠶る▷間ປാ者の算定᪉法にಀる≉ᥐ⨨」（以ୗ「≉ᥐ⨨」という。）

として、雇ධれから㸱年以ෆの者➼が▷間ປാのሙྜにも１人ศとしてࢺࣥ࢘࢝されるようにኚ

᭦されている（表序－１ ⥙け㒊ศ）。

 ᪂つồ⫋⏦㎸௳数とᑵ⫋௳数

精神障害者が実雇用率の算定対象に追加された

2006 年から≉ᥐ⨨が⾜された 2018 年の๓年
（2017年）までのࢡ࣮࣮࣡ࣟࣁにおける障害者の᪂
つồ⫋⏦㎸件数ཬびᑵ⫋件数は、図序－㸰ཬび図序

－㸱のとおりになっている。身体障害者ࡸ知的障害

者の᪂つồ⫋⏦㎸件数ࡸᑵ⫋件数に比ると、精神

障害者は、ྑ ⫪上がりを示しており、201�年に᪂つ
ồ⫋⏦㎸件数が、201�年にᑵ⫋件数が、身体障害者
をᢤいて、障害✀ูで᭱もከくなり、障害者のປാ

ᕷሙにおいて、精神障害者数がࡁく伸びているこ

とがࢃかる。

障害者雇用状況報告の集計結果にみられる雇用精

神障害者の増加の⫼ᬒには、᪂つồ⫋⏦㎸件数とᑵ

⫋件数の増加にぢられるようなປാᕷሙにおいて精

神障害者の占めるྜがࡁくなっている状況が࠶

ると⪃࠼られる。

（㸰）≉ᥐ⨨ࡘいて

≉ᥐ⨨は、上㏙のとおり、精神障害者で࠶る▷

間ປാ者について、ᚑ᮶ 0.5 ったと࠶でࢺࣥ࢘࢝
こࢁを、１ࢺࣥ࢘࢝とする制度で࠶る。このᥐ⨨の対象は、ձ雇ධれから㸱年以ෆの者、又はղ精

神障害者ಖ⚟♴ᡭᖒの取ᚓから㸱年以ෆの者というせ件が࠶る。また、このᥐ⨨は 202� 年㸱月
までのᬻ定的なᥐ⨨で࠶る（ཌ⏕ປാ┬ 2018）。
≉ᥐ⨨は 2017年 12月に㛤かれた➨ 7�ᅇປാᨻ⟇ᑂ㆟障害者雇用ศ⛉（以ୗ「障害者雇
用ศ⛉」という。）での᳨ウを⤒て、2018年４月から⾜されている。
障害者雇用ศ⛉においては、ձ精神障害者の᪂つồ⫋⏦㎸件数ࡸᑵ⫋件数がࡁく増加して

いること、ղ精神障害者の定╔率がの障害✀㢮の者に比㍑してపいものの▷間ປാの者の定╔

率がのປാ間の者より㧗いこと、ճ障害者ᑵ業࣭⏕άᨭ࣮ࢱࣥࢭ（以ୗ「ᑵ業࣭⏕άᨭࢭ

⫋という。）を対象としたㄪᰝにおいて、㸳年以上ົしている精神障害者については、ධ「࣮ࢱࣥ

図序－㸰 ᪂つồ⫋⏦㎸௳数（厚生労働省 2008㸪2018）
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図序－㸱 ᑵ⫋௳数 （厚生労働省 2008㸪2018）
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ᙜึは㐌のᡤ定ປാ間が �0 間ᮍ‶ປാで࠶ったものの �0 間以上に伸びている者の比率が
知的障害者より㧗くなっていることが示された。ࡑの上で、精神障害者については、「定╔は㞴しい

というㄢ㢟がゝࢃれているとおりでは࠶るものの、ᑵ業間が୍定⛬度からᚎ々にならしていくよ

うなᙧで、（㐌のᡤ定ປാ間が）20間以上 �0間ࡄらいでാࡁጞめるというのが、定╔のしࡸ
すさを᥈っていく上での㘽になるのではないか」とし、≉ᥐ⨨をㅮࡎるというᥦがなされた

(ཌ⏕ປാ┬ 2017) ࠼ういったᙳ㡪をて、「（≉）ᥐ⨨が精神障害者の᪉の定╔状況にࡏే。
ているのか、࠶るいはࣜࣕ࢟ᙧᡂにういうᙳ㡪を࠼るのかというとこࢁをぢた上で、ᨵめて

さらなるᘏ㛗をㅮࡎるのかうかということなについてぢていくということにしたい」(ཌ⏕ປ

ാ┬ 2017)と、≉ᥐ⨨が 202� 年㸱月までのᬻ定ᥐ⨨で࠶ることを㋃まࡑ、࠼のᘏ㛗について᳨
ウすることも示された。

㸰 目的と᪉ἲ

（１）目的

ᮏㄪᰝ◊✲は、≉ᥐ⨨のᬻ定ᥐ⨨ᮇ間⤊ᚋの取扱いにಀる⟇の企⏬❧に㈨するために、

ཌ⏕ປാ┬のせㄳをཷけ、以ୗに㏙る㸱つ┠的のために実した。

࠙┠的１ࠚ≉ᥐ⨨が㐺用されている企業の業✀ࡸ企業つᶍ、雇用率のᙳ㡪な、精神障害者を

雇用する企業の状況ཬび≉ᥐ⨨の㐺用状況をᢕᥱすること。

࠙┠的㸰ࠚ≉ᥐ⨨を用した┠的ࡑࡸのຠ果な、≉ᥐ⨨が㐺用されている業ᡤ（以ୗ「≉

㐺用業ᡤ」という。）の精神障害者の雇用ࡸ≉ᥐ⨨に㛵するㄆ㆑࣭ពぢをᢕᥱすること。

࠙┠的㸱ࠚ≉㐺用業ᡤにാく精神障害者の雇用状況ࡸാࡁ᪉に㛵する⪃࠼な雇用の実ែをᢕ

ᥱすること。

これら㸱つの┠的を㐩ᡂするために、ᮏㄪᰝ◊✲では以ୗの６Ⅼのࢱ࣮ࢹについて、ㄪᰝ࣭ศᯒ

を⾜った。

ձ ཌ⏕ປാ┬に報告された障害者雇用状況報告

ղ ≉㐺用業ᡤを対象とした㉁ၥ⣬ㄪᰝ（以ୗ「業ᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝ」という。）（2019年と 2021
年に実）

ճ ≉ᥐ⨨が㐺用されている精神障害者（以ୗ「≉㐺用者」という。）の雇用⤒㦂の࠶る業ᡤ

を対象とした࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝ（以ୗ「業ᡤ࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝ」という。）

մ ≉㐺用者を対象とした㉁ၥ⣬ㄪᰝ（以ୗ「ᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ」という。）（2019 年と 2021 年
に実）

յ ➨１ᅇᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ（2019年）で༠ຊのྠពがᚓられた≉㐺用者➼の精神障害者を対象
とした࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝ（以ୗ「ᙜ者࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝ」という。）

ն➨１ᅇᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ（2019 年）で༠ຊのྠពがᚓられた≉㐺用者➼の精神障害者を対象
としたࣝࢿࣃㄪᰝ（以ୗ「ࣝࢿࣃㄪᰝ」という。）（2020年と 2021年の 2ᅇ実）
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（㸰）目的とㄪᰝとの㛵ಀ

ᮏㄪᰝ◊✲の㸱つの┠的と（１）にࡆ࠶たձ㹼նのྛㄪᰝ➼との㛵ಀについて、以ୗに㏙る。

࠙┠的１ࠚ精神障害者を雇用する企業の状況ཬび≉ᥐ⨨の㐺用状況のᢕᥱ

障害者雇用状況報告を障害者雇用にಀる᭱もໟᣓ的なࢱ࣮ࢹと⨨づけ、2018 年にᑟධされた
≉ᥐ⨨の障害者雇用にಀるᙳ㡪についてᢕᥱするために、2017年から 2020年までの４年間のࢹ
。についてḟศᯒを⾜った（（１）のձ）ࢱ࣮

࠙┠的㸰ࠚ≉㐺用業ᡤの精神障害者の雇用ࡸ≉ᥐ⨨に㛵するㄆ㆑࣭ពぢのᢕᥱ

障害者雇用状況報告ではᢕᥱの㞴しいಶ々の業ᡤの精神障害者の雇用状況、≉ᥐ⨨について

のㄆ㆑ࡸពぢ、ࡑれらの⤒的なኚの᭷↓をᢕᥱするために、2019年と 2021年に業ᡤ㉁ၥ⣬
ㄪᰝを実した（（１）のղ）。

また、2020年から 2021年にかけては、≉ᥐ⨨を用した⤒㦂を㋃ま࠼た≉ᥐ⨨のᙳ㡪ࡸຠ
果、雇用率制度➼の⪃ࡑ、࠼して、これらの⫼ᬒとなる精神障害者の▷間ປാに対する⪃࠼を

ᢕᥱするために、業ᡤ࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝを実した（（１）のճ）。࣮ࣗࣅࢱࣥ᪉式を᥇用した

のはこれらの」ྜ的なၥいに対して、ᅇ⟅のព図ࡸヲ⣽について、ᚲせに応じて㔜ࡡて㉁ၥ、☜ㄆ

するためで࠶る。

࠙┠的㸱ࠚ精神障害者の雇用状況ࡸാࡁ᪉に㛵する⪃࠼な雇用の実ែをᢕᥱすること。

▷間ປാでാく精神障害者を୰ᚰとして雇用状況ࡸാࡁ᪉に㛵する⪃࠼とࡑのኚをᢕᥱす

るために、2019年と 2021年に≉㐺用者を対象に㉁ၥ⣬ㄪᰝを実した（（１）のմ）。

また、上グのㄪᰝよりもヲ⣽に⫋ົෆᐜࡸປാ⎔ቃ、▷間ປാに対する精神障害者⮬身のព㆑

を᫂らかにするために、2020年にはᙜ者࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝ（（１）のյ）を実した。

加࠼て、精神障害者⮬身のᑵ業間に対するព㆑ࡸᑗ᮶のാࡁ᪉に㛵する⪃࠼についてよりヲ⣽

にᢕᥱするとともに、ᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝでは㞴しい、ྠ୍対象者における⥅的なኚをᢕᥱする

ために、2020年と 2021年に㸰ᅇのࣝࢿࣃㄪᰝ（（１）のն）も実した。

（㸱）ᴗᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝཬࡧᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝの取扱いࡘいて

ᮏㄪᰝ◊✲では、ᙜึ、2019年の➨１ᅇの業ᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝཬびᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ（以ୗ「➨１

ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝ」という。）と 2021年の➨㸰ᅇの業ᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝཬびᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ（以ୗ「➨

㸰ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝ」という。）について、㸰Ⅼの結果の比㍑を⾜うண定で࠶った。しかしながら、ᮏ

ㄪᰝ◊✲報告᭩では、➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝの結果をᥖ㍕ࡎࡏ、༢⣧集計の結果を、ู㏵「㈨ᩱ⦅」と

してᙜᶵᵓࢪ࣮࣒࣮࣌࣍でබ㛤することとした1。⌮⏤は、ḟの㸰Ⅼによる。

ձ ㉁ၥ⣬ㄪᰝでは、➨㸰❶ཬび➨４❶でも㏙るように、≉㐺用者が在⡠しないとᛮࢃれる

業ᡤ、≉㐺用者ではないとᛮࢃれるᙜ者からも定እにከくのᅇ⟅が࠶り、≉㐺用業

ᡤと≉㐺用者の在⡠を☜ㄆでࡁない業ᡤ、≉㐺用者と≉㐺用者以እを≉定するための

స業がⓎ⏕するなࢱ࣮ࢹ、の精ᰝ、集計、ศᯒには、ᙜึ定した以上の間をせした。加

1 KWWSV���ZZZ.QLYU.MHHG.JR.MS�UHVHDUFK�UHSRUW�KRXNRNX�KRXNRNX161.KWPO
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て、➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝでは、≉ᥐ⨨が㐺用されている企業（以ୗ「≉㐺用企業」という。）࠼

が増加しており2、➨１ᅇを㉸࠼る数のᅇ⟅が、業ᡤ࣭ᙜ者ともにᚓられたことで、ࢱ࣮ࢹ

の精ᰝに᭦なる間をせすることとなった。ࡑのため、➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝの集計を、ᮏㄪᰝ◊

✲報告᭩のᇳ➹ཬび༳ๅの࣮ࣝࣗࢪࢣࢫに間にྜࡏࢃることがでࡁないぢ㏻しとなった。

ղ 2020年以降ὶ⾜が⥆く᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁの♫的なᙳ㡪はࡁく、ㄪᰝ結果につい

て、2019年と 2021年の比㍑を⾜うことは㐺ᙜではないと⪃࠼られた。

なお、➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝにおいては、᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁのᙳ㡪をᑜࡡているが、この結

果については、᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁのὶ⾜ୗで⾜ࢃれた࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝཬびࣝࢿࣃㄪᰝの

ཧ⪃として、ᕳᮎの㝃㘓にᥖ㍕する。

㸱 ሗ࿌᭩のᵓᡂ

ᮏㄪᰝ◊✲報告᭩においては、㸱つの┠的に対して６つのㄪᰝ࣭ศᯒを実している。ྛㄪᰝ➼

の┠的ཬび実ᮇとᮏㄪᰝ◊✲報告᭩のᵓᡂとの㛵ಀを図序̿４に示す。

図序̿４は、ࡁく、ᕥ、୰ኸ、ྑの㸱つの㒊ศにศかれている。まࡎ、図のᕥ㒊ศには、ᮏㄪ

ᰝ◊✲の┠的を㋃ま࠼て᫂らかにしようとするෆᐜを示した。図の୰ኸ㒊ศにはᕥ㒊ศに示した┠

的に対応するㄪᰝ࣭ศᯒを実ᮇとともに㓄⨨した。図のྑ㒊ศには、ྛㄪᰝ➼についてグ㍕さ

図序－㸲 ᮏㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩のᵓᡂ

2 ➨１ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝは 2019年、➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝは 2021年に実したが、ࡑの㝿、≉㐺用企業を≉定するために用した報は、

ㄪᰝの๓年で࠶る 2018年ཬび 2020.年に実された「障害者雇用状況報告」で࠶る。ࡑれによれ2018、ࡤ年 6月 1日現在は �,�5�

♫、2020年 6月 1日現在は 5,�71♫が≉㐺用企業で࠶る。

注）第２回事業所質問紙調査及び第２回当事者質問紙調査の結果等については、当機構ホームページに掲載

当事者の実態
（雇用状況、働き方
についての考え）

精神障害者雇用企業
の状況
及び

特例措置の適用状況

事業所の
精神障害の雇用

及び
特例措置
についての
認識・意見

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

第1回

事業所質問紙調査

2019/9/1

第2回

事業所質問紙調査

2021/9/1

事業所

インタビュー調査

2020/12～2021/05

第1回

当事者質問紙調査

2019/9/1

第2回

当事者質問紙調査

2021/9/1

当事者

インタビュー調査

2020/9～2020/10

第1回

パネル調査

2020/7/1

第2回

パネル調査

2021/2/1

障害者雇用状況報告

第１章

障害者雇用状況報告二次分析

第２章

事業所質問紙調査注）

第３章

事業所インタビュー調査

第４章

当事者質問紙調査注）

第５章

当事者インタビュー調査

第６章

パネル調査

序文

背景と目的

第７章

総括
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れているᮏㄪᰝ◊✲報告᭩の❶を示した。

また、図序－４においては、ྛㄪᰝの㛵ಀについても以ୗのように示している。「障害者雇用状

況報告」から「➨１ᅇ業ᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝ」につながる◚⥺の▮༳は、2018年６月の障害者雇用状況
報告において≉ᥐ⨨が㐺用されていた障害者雇用業（�,�5� ♫）に対してㄪᰝ⚊を㏦した
ことを示している。また、「➨㸰ᅇ㉁ၥ⣬ㄪᰝ」については、「➨１ᅇ業ᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝ」とྠᵝに

ㄪᰝの๓年にᙜたる 2020 年６月の障害者雇用状況報告において≉ᥐ⨨が㐺用されていた障害者
雇用業（5,�71 ♫）にㄪᰝ⚊を㏦していることを「障害者雇用状況報告」からの◚⥺で示し
ている。「業ᡤ࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝ」は、「➨１ᅇ業ᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝ」のㄪᰝ基‽日で࠶る 2019 年
㸷月１日に≉㐺用業ᡤだとุ᩿でࡁた業ᡤ �91業ᡤから対象を㑅ࢇでおり、対象者が┤᥋
結びついていることを実⥺で示している。

「障害者雇用状況報告」から「➨１ᅇᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ」につながる◚⥺の▮༳は 2018年６月
の障害者雇用状況報告で≉㐺用業ᡤで࠶った業ᡤにാく≉㐺用者を対象にしていること

を示している。また、「➨㸰ᅇᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ」については「➨１ᅇᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ」とྠᵝに

ㄪᰝの๓年にᙜたる 2020 年６月の障害者雇用状況報告の≉㐺用業ᡤにാく≉㐺用者を対象
としたことを「障害者雇用状況報告」からの◚⥺で示している。ᙜ者࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝཬびࢿࣃ

ࣝㄪᰝについては、「➨１ᅇᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝ」のᅇ⟅者からྛㄪᰝのྠពがᚓられた者から対象

を㑅び、対象者が┤᥋結びついていることを実⥺で示している。また、「➨１ᅇࣝࢿࣃㄪᰝ」と「➨

㸰ᅇࣝࢿࣃㄪᰝ」についてはྠ୍対象者による比㍑をព図しており、㔜⥺でつないでいる。

᭱ᚋに、❶ࡈとのෆᐜを⡆༢に㏙る。

➨１❶は࠙┠的１ࠚに対応し、障害者雇用状況報告のḟศᯒを用いて、精神障害者の雇用状況

と≉㐺用企業の≉ᚩを示し、≉ᥐ⨨のᙳ㡪についてศᯒを⾜った。

➨㸰❶ཬび➨㸱❶は、࠙ ┠的㸰ࠚに対応する。➨㸰❶では、業ᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝにより、≉ᥐ⨨

ᑟධᚋ１年㸳か月ᚋの≉㐺用業ᡤの精神障害者雇用ཬび≉ᥐ⨨についてのㄆ㆑࣭ពぢについ

てศᯒした。➨㸱❶では、≉ᥐ⨨を用した業の人ᢸᙜ者を対象に実した業ᡤࢱࣥ

のពぢについてᩚ⌮࣭ศຠ果、雇用率制度なࡸㄪᰝにより業ᡤにおける≉ᥐ⨨のᙳ㡪࣮ࣗࣅ

ᯒした。

➨４❶から➨６❶は、࠙ ┠的㸱 に対応している。➨４❶では、業ᡤ㉁ၥ⣬ㄪᰝとྠᵝに実しࠚ

たᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝにより、≉ᥐ⨨ᑟධ１年㸳か月ᚋの≉㐺用業ᡤでാいている精神障害者

の雇用状況ࡸാࡁ᪉に㛵する⪃࠼についてศᯒしている。➨㸳❶では、ᙜ者࣮ࣗࣅࢱࣥㄪᰝに

より、▷間でാく精神障害者⮬身のᑵ業ࡸᑗ᮶的なാࡁ᪉に㛵するព㆑࠼⪄ࡸについてศᯒを⾜

った。➨６❶では、➨１ᅇᙜ者㉁ၥ⣬ㄪᰝのᅇ⟅者のうち༠ຊのྠពがᚓられた者を対象とした

について、ྠ୍対象者に対する⤒࠼⪄᪉についてのࡁാࡸㄪᰝにより、対象者のᑵ業状況ࣝࢿࣃ

的なศᯒを⾜った。

➨１❶から➨６❶は、ࡑれࡒれのㄪᰝの┠的࣭ᡭ法、結果、⪃ᐹを基ᮏにグ㏙しており、➨㸵❶

は、ྛㄪᰝの結果࣭⪃ᐹを㋃ま࠼た、ᮏㄪᰝ◊✲における⥲ᣓをグした。
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